
平成２７年度
オールふじみ野未来政策会議

第２回 ２０１５年８月２６日（水）１９時～２１時

ふじみ野市役所



本日のプログラム

１．地方版総合戦略のポイント

（１）基本原則

（２）記載事項

（３）ふじみ野市まち・ひと・しごと総合戦略に

ついて

（４）提案項目・内容の参考例

２．グループワーク

３．事務連絡
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１．地方版総合戦略のポイント
（１）基本原則

（２）記載事項

（３）ふじみ野市まち・ひと・しごと総合戦略について

（４）提案項目・内容の参考例
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■前回のふりかえり （１）ねらい

今回は、これからのふじみ野市の未来をつくる「地
方版総合戦略」を題材にして市民目線から、あった
かいふじみ野を実現する政策（施策・事業）を提案
する活動を通じて市民と行政との連携によるまちづ
くりを推進し、その人材を育成することを目的とす
る

【到達点】

市民が主人公になるプロジェクト。いい提案につい
ては、これから策定するふじみ野市総合戦略の参考
として活用

【成果物】（11/15までに作成するもの）

ふじみ野市総合戦略にそのまま掲載できる形の「市
民目線」の政策（施策・事業）提案（★フォーマットは提供）
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■前回のふりかえり （２）テーマわりふり

【テーマ】

ふじみ野市総合戦略

テーマ 検討する政策・事業の例

まちの創生
（１）まちづくり、コンパクトシティ
（２）公共施設等の再編成

ひとの創生
（１）定住対策
（２）子育て支援、人口減少対策

しごとの創生
（１）雇用づくり
（２）地域経済活性化
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■前回のふりかえり （３）スケジュール

第１回 ７月１６日（水） １９時から２１時

第２回 ８月２６日（水） １９時から２１時 施策検討

第３回 ９月３０日（水） １９時から２１時 施策検討

１０月１３日（火） 施策（案）提出期限

第４回 １０月１４日（水）１９時から２１時 提案資料の検討

第５回 １１月４日（水） １９時から２１時 提案資料の検討

（１１月８日（日） １３時から１７時 予備日）

第６回（１１月１５日（日）１３時３０分から１７時）公開討論会
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（１）地方創生の基本原則

1) 自立性（自立を支援する施策）

地方・地域・企業・個人の自立に資するものであること。こ
の中で、外部人材の活用や人づくりにつながる施策を優先課
題とする。

2) 将来性（夢を持つ前向きな施策）

地方が主体となり行う、夢を持つ前向きな取り組みに対する
支援に重点をおくこと。

3) 地域性（地域の実情等を踏まえた施策）

国の施策の「縦割り」を排除し、客観的なデータにより各地
域の実情や将来性を十分に踏まえた、持続可能な施策を支援
するものであること。

4) 直接性（直接の支援効果のある施策）

ひと・しごとの移転・創出を図り、これを支えるまちづくり
を直接的に支援するものであること

5) 結果重視（結果を追求する施策）

プロセスよりも結果を重視する支援であること。このため、
目指すべき成果が具体的に想定され、検証等がなされるもの
であること。
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まち・ひと・しごと創生に関する政策を検討するに当たっての原則
（内閣官房 記者配布資料 平成26年10月22日）



（２）総合戦略の記載事項

３－３ 基本目標と基本的方向

まずは、各地方公共団体における人口の現状と将来の展望（「地方人口
ビジョン」）を踏まえた上で、それぞれの地域の実情に応じながら、一
定のまとまりの政策分野ごとに、戦略の基本目標を設定します。国の総
合戦略でいえば、
・「地方における安定した雇用を創出する」
・「地方への新しいひとの流れをつくる」
・「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」
・「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と
地域を連携する」
となります。
そして、この基本目標の達成に向けてどのような政策を推進していくか
を、基本的方向として記述します。「地方への新しいひとの流れをつく
る」という目標であれば、例えば「移住希望者の視点に立ち、雇用や住
まい、教育等の移住の受け皿に関する総合的な環境整備を行うとともに、
全国移住促進センターの活用などを通じて、移住希望者向けの情報提供
に取り組む」「若者の大学進学時や就職時に東京圏への転出が多数に及
んでいることから、地方大学等の活性化、企業等における地方採用・就
労の拡大に取り組む」などの基本的方向が考えられます。
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地方版総合戦略策定のための手引き
（内閣官房 記者配布資料 平成26年10月22日）



（２）総合戦略の記載事項

３－４ 具体的な施策

前節で設定した政策分野ごとに、それぞれの地域の実情に応じながら
計画期間（５年間）のうちに実施する施策を検討し、盛り込みます。す
べてが新規の施策である必要はなく、これまでに既に実施されてきてい
る施策であって効果の高いものが含まれていても差し支えありません。

また、国の総合戦略では、付属文書としてアクションプランを作成し
ていますので、施策の検討に当たっては、アクションプランに盛り込ま
れた国の施策も参考にしてください。
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地方版総合戦略策定のための手引き
（内閣官房 記者配布資料 平成26年10月22日）



（２）総合戦略の記載事項

４－１ 基本目標における数値目標

地方版総合戦略には、盛り込む政策分野ごとに５年後の基本目標を設
定します。この基本目標には、行政活動そのものの結果（アウトプッ
ト）ではなく、その結果として住民にもたらされた便益（アウトカム）
に関する数値目標を設定する必要があります。

仮に、定性的な目標を設定する場合には、創生法第８条第３項の規定に
基づき、その目標の達成度合いを検証できるよう、客観的な指標を定め
る必要があります。

例）「地方への新しいひとの流れをつくる」の基本目標の設定
数値目標を設定する場合・・・・・転入者数 ５年間で●●人
定性的な目標を設定する場合・・・転入者数について、毎年度増加を目
指す（※）。

※定性的な目標を設定した場合には、客観的な指標として「転入者数」
を設定の上、毎年度、その数値を確認し、平成26年度の●●人よりも増
加したかどうか検証する。 10

地方版総合戦略策定のための手引き
（内閣官房 記者配布資料 平成26年10月22日）



（２）総合戦略の記載事項

４－２ 各施策における重要業績評価指標（KPI）

各政策分野の下に盛り込む具体的な施策については、それぞれに対し
て、客観的な重要業績評価指標（KPI）を設定する必要があります。この
重要業績評価指標（KPI）は、原則として、当該施策のアウトカムに関す
る指標を設定するものとします。なお、アウトカムに関する指標が設定
できない場合には、アウトプットに関する指標を設定することも差し支
えありません。

重要業績評価指標（KPI）：
Key Performance Indicator の略称。
施策ごとの進捗状況を検証するために設定する指標をいう。
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地方版総合戦略策定のための手引き
（内閣官房 記者配布資料 平成26年10月22日）



（２）総合戦略の記載事項

５－１ 政策分野の範囲

地方版総合戦略は、まち・ひと・しごと創生に関するものであること
から、その中に盛り込むべき施策としては、①しごとづくり②ひとの流
れ③結婚・出産・子育て④まちづくりに係る各分野を幅広くカバーする
ことが望まれます。とりわけ、「しごとづくり」は、まち・ひと・しご
と創生の好循環を生み出す重要分野であり、十分に位置づけることが必
要です。

ただし、各地域に固有の地域資源を活用する観点や、人口の自然増
減・社会増減の現況を踏まえて、特定の分野や特定の施策を重点的に推
進することは差し支えありません。

例えば、中山間地に所在する市町村では、「しごとづくり」の観点か
ら農林水産業や観光に関する施策を重点的に実施したり、人口が流入超
過で出生率の低い大都市圏では、結婚・出産・子育て支援に重点を置い
た施策を実施したりするなどの工夫が考えられます。
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地方版総合戦略策定のための手引き
（内閣官房 記者配布資料 平成26年10月22日）



（２）総合戦略の記載事項

７－１ PDCAサイクル

まち・ひと・しごと創生を実現するためには、従来の政策の反省の上
に立ち、PDCAサイクルを確立することが必要です。具体的には、まず、
効果的な総合戦略を策定し、着実に実施していくとともに、４ｰ１、４ｰ
２で設定した数値目標等を基に、実施した施策・事業の効果を検証し、
必要に応じて総合戦略を改訂するという一連のプロセスを実行していく
ことになります。
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地方版総合戦略策定のための手引き
（内閣官房 記者配布資料 平成26年10月22日）



（２）総合戦略の記載事項

７－２ 外部有識者の参画

総合戦略の効果検証に際しては、その妥当性・客観性を担保するため、
行政の中だけで行うのではなく、推進組織などを活用して、外部有識者
等の参画を得ることが重要です。
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地方版総合戦略策定のための手引き
（内閣官房 記者配布資料 平成26年10月22日）



（２）総合戦略の記載事項

別紙 参考事例
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地方版総合戦略策定のための手引き
（内閣官房 記者配布資料 平成26年10月22日）



（２）総合戦略の記載事項

ポイント

■いつやるか？

■ だれがやるか？

■ どうやるか？

自分ごととして考える、関わる
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新規事業



（３）ふじみ野市まち・ひと・しごと総合戦略について

○基本目標

１ ふじみ野市における安定した雇用を創出する

２ ふじみ野市への新しい人の流れをつくる

３ 結婚や出産がしやすい環境を創出する

４ 誰もが子育てのしやすいまちを創出する

５ 時代に合った地域をつくり、安全なくらしを守るととともに、

地域と地域を連携する

※既存事業については、別紙資料参照。
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（４）提案項目・内容の参考例

塩尻市
http://www.city.shiojiri.nagano.jp/gyosei/shisaku/m
achihitoshigoto.files/shiojiricitysynthesisstrategy.pdf

京丹後市
https://www.city.kyotango.lg.jp/shisei/shisei/tihous
ousei/documents/sogosenryaku270302_2.pdf

会津若松市
http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2
014122600039/files/H27sousei_senryaku.pdf

牧之原市
http://www.city.makinohara.shizuoka.jp/bg/shisei/u
pload/machi_hito_shigoto_sougousenryaku.pdf 18

http://www.city.shiojiri.nagano.jp/gyosei/shisaku/machihitoshigoto.files/shiojiricitysynthesisstrategy.pdf
https://www.city.kyotango.lg.jp/shisei/shisei/tihousousei/documents/sogosenryaku270302_2.pdf
http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2014122600039/files/H27sousei_senryaku.pdf
http://www.city.makinohara.shizuoka.jp/bg/shisei/upload/machi_hito_shigoto_sougousenryaku.pdf


２．グループワーク
政策提案のイメージ・方向決め

政策提案する項目のブレスト
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３．事務連絡
次回の予定
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